
構造改革特別区域計画 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

  人吉市 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

 人吉ＩＴ人材育成特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

 人吉市の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

 人吉市は、熊本県の南部、人吉盆地の西南端に位置し、鹿児島県大口市と宮崎

県えびの市に隣接する南九州の交通の要衝として栄えてきた。市街地の中央を日本

三急流の一つ「球磨川」が東西に貫流し、国宝青井阿蘇神社、国指定史跡の人吉城

跡、大村横穴群をはじめ、神社・仏閣、古い街並みなどが点在しており、今もなお落ち

着いた城下町のたたずまいを残した自然豊かな都市である。 

 また、球磨川の伏流水を使用して醸造された「球磨焼酎」は、国際的に通用する酒

類の「地理的表示を保護する法律」により、日本で初めて産地指定を受け、スコッチや

コニャック同様世界の銘柄に加わっており、本市の代表的産物となっている。 

 平 成 元 年 (1989 年 ) の九 州 縦 貫 自 動 車 道 八 代 ～人 吉 間 の開 通 、また平 成 ７年

(1995 年)の九州縦貫自動車道人吉～えびの間の開通を契機に、熊本市・宮崎市・

鹿児島市へのアクセス時間も飛躍的に短縮され、商圏の拡大発展と地域経済の活性

化が大きく期待されてきた。特に、南九州３県の中継都市としての好立地条件を活かし、

地域経済の活性化、雇用機会の拡大・創出を目的とした企業誘致に鋭意取り組んで

きたところである。 

 しかしながら、高速道の開通により販路拡大の期待が生じる一方で、大都市への交

通アクセスが向上したことに伴う市内消費者の流出とともに、近隣市町村への大型店

の出店やロードサイド型店舗の出店などによる中心市街地の空洞化が顕在化し、地域

経済の活力も低下しつつある。さらに、長引く景気低迷や雇用不安など、厳しい社会

経済情勢が続いており、今後は都市間競争の激化や地方分権化、少子高齢化といっ



た新たな社会環境への対応も求められている状況である。 

 これまで企業誘致のために整備を進めてきた梢山工業団地に、平成元年以来、縫

製工場、精密機械工場、ステンレス製造工場の３社が進出したところであるが、近年は

長引く景気の落ち込みもあり企業誘致も厳しい状況となっている。特に、平成２０年秋

来の世界的景気後退により、日本経済においても景気や雇用環境が急激に悪化して

いる状況にあっては、今後も企業誘致はかなり厳しい状況にあることは言うまでもない。 

 本市の工業は、電気機器、飲料、衣服、食料品を中心としたもので、その大半が中

小企業で成り立っている。工業の振興により雇用の場を確保し、若者の定着や地域経

済の活性化を図るためには、既存企業の支援と企業の誘致を進めることが必要不可

欠である。 

 現在のような経済情勢の中で企業を誘致することは容易なことではないが、情報通信

技術（ＩＴ）の進展により地域間格差は是正されつつある中で、南九州の交通の要衝と

しての立地、梢山工業団地の環境を活用していくことが求められている。また、既存企

業の技術の高度化や市場の開拓などをはじめ、企業間あるいは産・学・官の連携によ

る商品開発などにも取り組むなど地域全体での展開が課題となっている。 

 本市においては、「第４次人吉市総合計画」において、「時代とともに歩む地域産業

のさらなる展開」を基調政策の一つとして位置づけ、その実現の一手段として「人吉市

情報化計画」を平成１４年に策定し、その検証と見直しを踏まえながら現在「第３期人

吉市情報化計画」を推進中である。これまで整備した情報資産の積極的な利活用を

図るとともに、行政事務の効率化と市民サービス向上を一体的に進め、高度情報通信

社会の実現を目指して情報化施策を展開してきたところである。さらには、情報通信基

盤の整備による社会経済活動の活性化を目指すところである。 

しかし、ブロードバンドやモバイル、デジタル放送、情報端末の急速な普及など情報

化が急激に進展する中、本地域の産業界においては、まだまだこうした状況に十分な

対応ができていない企業が多く、基礎的な情報技術を習得した人材が求められてい

る。                    

こうしたことから、本地域において特例措置を適用することで、高等教育機関や地元

企業と連携し情報通信技術に関わる地域資源等を十分に活用しながら、地域の情報

化・情報技術の有効活用を図りたいと考えている。さらに、情報技術を持った優秀な若

い人材を育成し地元企業へ輩出することにより、地域に活力を生み出し地域経済の活

性化を図るとともに、長期的にはＩＴ企業の立地に対応できる人材を確保し雇用促進を



図ることなども強く求められている状況である。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

 ＩＴは、本地域の経済活性化にとって極めて重要な手段の一つであり、さらなるＩＴの

高度化や情報化の進展に伴い、ＩＴ人材の必要性が高まることが十分予想される。 

 前述した本地域の特性を踏まえ、本市において「基本情報技術者試験」の午前試験

を免除する特例措置を適用し、本地域において、各分野での情報通信技術を有する

人材の育成と輩出を推進しながら、地域の産業再生や活性化を図るものである。 

 これにより、地元企業において優秀なＩＴ人材確保が容易となり、ＩＴ競争力の向上、

情報発信力の向上による産業の振興が図られる。また、ＩＴ人材供給という人的基盤を

整備することにより、ＩＴ関連企業の誘致促進が図られる。さらには、技術の向上や資格

取得を目指す学生、求職者などが県内外から流入することも予想され、若年人口の増

加による地域活性化も期待できる。 

 なお、今回の講座の開設者は、本地域には１教育機関しか存在しないものの、日頃

から地域の情報処理教育を促進する上での重要な役割を担っており、今後さらに学生

の情報処理技術能力の向上による人材育成と雇用拡大を同時に図っていく考えであ

り、地域への貢献度も高まるものである。 

  今回の特例措置を講じることによるその波及効果は、地域内の多種多様な産業分

野の連携強化が図られるだけでなく、人材育成や情報化を通した地域経済の活性化

へとつながるものである。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

 今回の特例措置を活用することにより、「基本情報技術者試験」の午前試験を免除

する講座を開設することが可能となり、受験者の負担が大幅に軽減されることになる。こ

のことは、受験者の負担軽減により合格率の向上が見込まれるだけでなく、情報技術

に関する国家資格の取得を促進することとなり、ＩＴ人材を育成するためには有効な手

段であると考えられる。 

 今回の講座開設者にあっては、平成２０年度秋期試験において「基本情報技術者試

験」の合格率が１６．０％となっており、合格率全国平均の２３．３％を下回っているばか

りでなく、熊本県平均の合格率の２２．６％にも達していない状況である。当面は、今回

の特例措置により熊本県平均の合格率を目指すとともに、将来的には全国平均の合



格率を確保することを目標とする。 

 この数値目標を達成することにより、ＩＴ人材の育成を加速させ、地元企業におけるＩＴ

人材の確保及び雇用拡大が図られる。また、講座の開設により、域内の高校生の進路

の選択肢が広がるとともに、情報関係の教育機関を志望する県内外からの若年人口

の流入などが見込まれる。その結果として地域性の違う学生同士が互いに競い合い、

優秀な若年ＩＴ人材の輩出が期待される。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会

的効果 

 今回の特区申請にあたっては、地元企業においてＩＴ人材が不足しＩＴの十分な活用

がなされていない地域の実情に着目した民間事業者からの提案を受け、本市としても

その必要性を十分認識し申請へと至ったところである。 

 今回の特例措置は、「基本情報技術者試験」の受験者の負担軽減に寄するものが

大きいが、その負担軽減により合格率向上及びＩＴ人材育成の加速化が図られることが

期待される。また、こうした特区制度を活用し、年々学生数が減少傾向にある高等教育

機関において学生を確保し、また開講講座の内容を充実することで高等教育機関そ

のものの充実が図られる。高等教育機関の充実は、域内の高校生の進路確保により

若年人口の流出に歯止めをかけるだけでなく、域外からの流入などが見込まれ、社会

経済活動を活発化し、少子高齢化の進展に伴い停滞ぎみの地域に活力を与えてくれ

るものである。 

 一方、地域においてＩＴ人材を育成することで、ＩＴによる地域の情報発信力や競争力

が向上し、産業の振興によりＩＴ人材の雇用拡大が見込まれる。特に、本市のように中

小企業が多い産業形態の地域にあっては、消費拡大だけでなく生産面・販売面を含

めた経営革新のためのＩＴの活用は不可欠であり、今後さらにその需要は増大すること

が予想される。また、ＩＴ技術の活用は、競争力の強化に有効なものであり、戦略的・効

果的な経営や新たな産業ビジネスの創出などにより競争力の向上につながる。こうした

動きが地域に活力を生み出し、地元企業の活性化や地域産業全般への波及効果を

もたらすだけでなく、将来的にはＩＴ関連企業を担う人材の確保へとつながる。ひいては、

こうした人的基盤の整備によりＩＴ関連企業の誘致を進め、地域の雇用の場の拡大と地

域経済の活性化を期待するものである。 

 さらに、市全体の地域情報化レベルの向上が図られ、「第３期人吉市情報化計画」の



実現にもつながるものと考えられる。 

 

８ 特定事業の名称 

  １１３２（１１４４、１１４６） 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除

する講座開設事業開設事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事

業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団

体が必要と認める事項 

 本市では、第４次人吉市総合計画の基本構想の一つに掲げる「高度情報化、国際

化への対応」と整合性を取りながら、国・県の施策や動向を踏まえ、本市が実施する高

度情報通信ネットワーク社会の構築へ向け、第３期人吉市情報化計画を着実に展開

しているところである。 

 これまで、庁内ＬＡＮの整備をはじめ、地域イントラネット基盤施設整備事業、情報通

信基盤や情報システムの整備など積極的に情報化を進め、行政情報提供システム、

公共施設予約システム、議会中継システム等の導入を図り、電子自治体の実現を目

指した情報化基盤の整備を行ってきたところである。このような情報化基盤の整備によ

り、福祉、教育、文化、防災などのあらゆる行政分野において、ＩＴを活かした高度な行

政サービスの提供により、活力ある地域社会の実現を目指している。 

 また、本市の主要産物の一つである「球磨焼酎」のさらなる販路拡大を図るために、

現在、中小企業庁の支援を受け「ジャパンブランド育成支援事業」を実施しており、今

後電子商取引による海外販路拡大も視野に入れた事業展開も検討しているところであ

る。 

 ＩＴが本格的に普及・定着するようになれば、将来の課題を解決する不可欠なツール

として認識されていくものであり、そのツールを有効に活用する人材育成は、今後の地

域経済の活性化を図る上での重要な課題として位置づけているところである。このよう

に、地域におけるＩＴ関連技術の導入及びその人材育成によって、中山間地域という

本市の地理的条件に左右されない産業振興も期待できると同時に、これまで取り組ん

できた梢山工業団地への企業誘致を加速させ、雇用の場を創出することにより地域活

性化を目指すものである。 

 



別 紙 １ 

 

１ 特定事業の名称 

  １１３２（１１４４、１１４６） 

  修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 （１）講座の開設者 

   学校法人赤山学園 九州技術教育専門学校（人吉市駒井田町２１６－１２） 

 （２）修了認定に係る試験の提供者 

   株式会社サーティファイ（東京都中央区京橋３－３－１４ 京橋ＡＫビル） 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

  構造改革特別区域計画の認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容 

(1) 経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 

 以下の講座の運営に当たって、履修内容の詳細について経済産業大臣もしくは独

立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）に相談を行い、助言があった場合には対応す

ることとする。 

  基本情報技術者講座 （サーティファイ 情報処理技術者能力認定試験２級併用  

コース） 

   添付書類（別表 1）に記載のとおり 

 

(２) 修了認定の基準  

 民間資格を取得するための試験「情報処理技術者能力認定試験（２級）」を受験し、

合格並びに第１部科目に合格した者であって、かつ、当該講座の出席率８０％以上を

もって履修した者について、修了認定に係る試験を受験できる有資格者と定める。 

 有資格者に対し、当該試験を実施し、株式会社サーティファイが定める合格基準を

満たした者について、修了を認定する。また、独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰ

Ａ）が提供する問題を使用して修了認定に係る試験を実施した場合は、独立行政法



人情報処理推進機構（ＩＰＡ）の定める合格基準を満たした者について、修了を認定す

る。 

 

(３) 修了認定に係る試験の実施方法  

 修了認定に係る試験については、株式会社サーティファイが作成し、独立行政法人

情報処理推進機構（ＩＰＡ）の審査によって認定された問題または、独立行政法人情報

処理推進機構（ＩＰＡ）が提供する問題を使用して、修了認定に係る試験を実施する。 

 経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画の修了後に２回まで、修

了認定に係る試験を実施することができるものとする。 

 また、告示で定めるところにより、講座の修了を認められた者の氏名、生年月日及び

試験の結果については、当該民間資格の取得を証する写しを併せて、独立行政法人

情報処理推進機構（ＩＰＡ）に通知するものとする。 

 なお、試験会場は当該講座が開設される場所とし、試験の採点事務は、適用を受け

た事業者が行う。ただし、適用を受けた事業者が認めた場合にあっては、この事務を指

定した者に代行させることができる。 

  

(４) 民間資格の名称及び当該民間資格を取得するための試験の試験項目  

     資格名称：情報処理技術者能力認定試験（２級） 

     試験科目：情報処理技術者能力認定試験（２級第１部） 

     当該民間資格を取得するための試験の試験項目：表に示すとおり 

試験項目 

１ 基礎理論 

 １ 基礎理論 

基数変換、データ表現、演算と精度、論理演算など 

  確率と統計、数値解析、数式処理、グラフ理論など 

  符号理論、述語論理、オートマトン、計算量など 

 伝送理論（伝送路、変調方式、誤り検出・訂正など） 

 ２ アルゴリズムとプログラミング 

  データ構造（スタックとキュー、２分木、リストなど） 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
系 

  流れ図の理解、アルゴリズム（整列、探索、併合など） 



プログラム構造、データ型など 

  プログラム言語(種類と特徴など) 

２ コンピュータシステム 

  ３ コンピュータ構成要素 

    コンピュータの構成、動作原理、プロセッサなど 

    主記憶、キャッシュメモリ、半導体メモリなど 

    補助記憶装置や媒体（種類と特徴、性能計算など） 

    入出力インタフェース（種類と特徴など） 

 入出力装置（種類と特徴、性能計算など） 

   ４ システムの構成要素 

    システムの利用形態、システム構成など 

    クライアントサーバシステム、ＲＡＩＤなど 

    システムの性能、信頼性、経済性など 

   ５ ソフトウェア 

    オペレーティングシステム（タスク管理、記憶管理など） 

    ミドルウェア（ＡＰＩ、ライブラリ、シェルなど） 

ファイルシステム（ディレクトリ、ファイル編成など） 

言語処理ツール（コンパイラ、リンカ、ローダなど） 

 ＣＡＳＥ、エミュレータ、シミュレータなど 

   ６ ハードウェア 

    基本論理回路、組合せ回路など 

 ３ 技術要素  

７ ヒューマンインタフェース 

 ＧＵＩ、帳票設計、画面設計、コード設計など 

   ８ マルチメディア 

    オーサリングツール、ＪＰＥＧ、ＭＰＥＧなど 

   ９ データベース 

    データベースのモデル、ＤＢＭＳなど 

    データの分析、データベースの設計、データの正規化など 

    データ操作、ＳＱＬなど 



排他制御、障害回復、トランザクション管理など 

データウェアハウス、データマイニングなど 

10 ネットワーク 

    インターネット（各種プロトコル、ＩＰアドレスなど） 

    ＬＡＮとＷＡＮ（トポロジ、回線、ＤＳＵ、モデムなど） 

ＬＡＮのアクセス制御方式、ＬＡＮ間接続装置など 

    ＯＳＩ基本参照モデル、ＨＤＬＣ、ネットワーク性能など 

    ＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶ回線、イントラネットなど 

   11 セキュリティ 

    暗号技術、認証技術、利用者確認など 

ウイルスの種類と特徴、ウイルス対策など 

   不正アクセス、不正侵入、不正行為の種類と対策など 

 ４  開発技術 

   12 システム開発技術 

    業務分析と要件定義（ＤＦＤ、Ｅ‐Ｒ図、ＵＭＬなど） 

    モジュール分割と独立性、オブジェクト指向など 

    構造化プログラミング、コーディングなど 

    テスト手法、レビュー手法、デバッグツールなど 

13 ソフトウェア開発管理技術 

    ソフトウェア開発手法（スパイラルモデルなど） 

    ＳＬＣＰ、リバースエンジアリングなど 

５ プロジェクトマネジメント 

 14 プロジェクトマネジメント 

コスト見積り（ファンクションポイント法など） 

日程計画（アローダイアグラムなど） 

  進捗管理、品質管理、コスト管理など 

６ サービスマネジメント 

15 サービスマネジメント 

ＩＴＩＬ（サービスサポート、サービスデリバリなど） 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
系 

 

 

コンピュータの運用・管理、システム移行など 



７ システム戦略   

17 システム戦略  

 業務プロセス（業務改善、ＢＰＲ、ＳＦＡなど） 

８ 経営戦略 

19 経営戦略マネジメント 

経営戦略手法（コアコンピタンス、ＰＰＭなど） 

マーケティング理論、マーケティング手法など 

 

経営管理システム（ＣＲＭ、ＳＣＭ，ＥＲＰなど） 

21 ビジネスインダストリ 

ビジネスシステム（ＰＯＳシステム、ＥＯＳなど） 

エンジニアリングシステム（ＣＡＤ、ＣＡＭ、ＭＲＰなど） 

ス
ト
ラ
テ
ジ
系 

 

 

ｅ‐ビジネス（ＥＣ、ＥＤＩ、ＲＦＩＤなど） 

９ 企業と法務 

22 企業活動 

経営組織（事業部制組織、ＣＩＯなど） 

ヒューマンリソース（ＯＪＴ、ＣＤＰ、ＭＢＯなど） 

経営管理と問題発見技法（ＰＤＣＡ、ＫＪ法など） 

ＯＲ・ＩＥ（線形計画法、品質管理、在庫問題など） 

 

 

 

 

会計・財務（財務会計、管理会計、リースなど） 

23 法務 

知的財産権（著作権、産業財産権など） 

ガイドライン（ソフトウェア管理ガイドラインなど） 

標準化団体（ＪＩＳ、ＩＳＯ、ＩＥＥＥなど） 

各種コード（文字コード、ＱＲコード、ＩＳＢＮコードなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助単位（Ｔ、Ｇ、Ｍ、ｋ、ミリ、マイクロ、ナノ、ピコ） 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

 本特例措置は、当該認定に係る講座の修了を認められた者が、講座の修了を認め

られた日から１年以内に、基本情報技術者試験を受験する場合は、情報処理技術者

試験規則別表に掲げる当該試験に係る試験の科目のうち、第１号に規定する情報処

理システムに関する基礎知識及び第２号に規定する情報処理システムの開発に関す



る共通的基礎知識を免除するものであり、この特例措置を活用したカリキュラム実施に

より、地域のＩＴの人材育成・能力開発を行うとともに、地域経済の活性化を目指すもの

である。 

  

 


